
［ 別 表 ］ 

令和７年度 京都府職員（任期付職員）選考一覧表 

職  種 
申込 
区分 

採用予定 
人  員 

任用期間※ 採用時の勤務先 受  験  資  格 職 務 内 容 担  当  課 

任期付職員 
（事 務） 

Ａ １名 令和８年４月１日 
（採用予定日）から 
令和 10 年３月 31 日 
まで 

文 化 生 活 部 
男 女共同 参画課 
（ 京 都 市 南 区 ）

人材育成・労務管理・マネジメントに関する専門的知識を有 
し、次のいずれかの要件を満たす方 
① 民間企業等において 1 年以上（非常勤の期間を除く。）、 
人材育成・労務管理・マネジメントの実務経験を有する方 

② 官公庁、公的機関又は団体等において、1 年以上（非常勤 
の期間を除く。）、民間企業に対する人材育成・労務管理・
マネジメントに関する指導、支援の実務経験を有する方 

 文化生活部男女共同参画課に
おける女性活躍及びワーク・ラ
イフ・バランス推進のための中
小企業支援事業の企画・運営及
び事業実施に関する業務 

文化生活部 男女共同参画課 
［電 話］(075)692-3495 
［所在地］〒601-8047 
      京都市南区東九条下
      殿田町 70 
      京都テルサ東館２階 

任期付職員 
（事 務） 

Ｂ １名 令和８年４月１日 
（採用予定日）から 
令和 10 年３月 31 日 
まで 

商工労働観光部 
観 光 室 
（京都市上京区）

  観光振興に関する専門的知識を有し、次のいずれかの要件を
満たす方 
① 民間企業等において１年以上（非常勤の期間を除く。）、 
広報・ウェブ発信の実務経験を有する方 

② 民間企業等において１年以上（非常勤の期間を除く。）、 
イベント又は協議会等の企画・運営の実務経験を有する方 

 商工労働観光部観光室におけ
る文化観光振興業務や広報・宣
伝に関する業務 

商工労働観光部 観光室 
［電 話］(075)414-4854 
［所在地］〒602-8570 
      京都市上京区下立売
      通新町西入薮ノ内町 

任期付職員 
（事 務） 

Ｃ １名 令和８年４月１日 
（採用予定日）から 
令和９年３月 31 日 
まで 

商工労働観光部 
文化学術研究都市推進課 
（京都市上京区）

  スマートシティの推進に関する専門的知識を有し、次のいず
れかの要件を満たす方 
① 民間企業等において１年以上（非常勤の期間を除く。）、 
広報・ウェブ発信の実務経験を有する方 

② 民間企業等において１年以上（非常勤の期間を除く。）、 
イベント又は協議会等の企画・運営の実務経験を有する方 

商工労働観光部文化学術研究
都市推進課におけるスマートシ
ティの推進のための地域の課題
解決、新たなビジネス連携・創
出等の支援に関する企画業務 

商工労働観光部 文化学術研究都市推進課 
［電 話］(075)414-5194 
［所在地］〒602-8570 
      京都市上京区下立売
      通新町西入薮ノ内町 

任期付職員 
（農 業） 

Ⅾ １名 令和８年４月１日 
（採用予定日）から 
令和９年３月 31 日 
まで 

中丹東農業改良普及センター 
（ 綾 部 市 ）

農業改良助長法（昭和 23 年法律第 165 号）に基づく普及指導
員の資格を有し、３年以上の実務経験を有する方 

中丹東農業改良普及センター
における農業・農村の活性化、
農産物の栽培指導及び特産化の
育成やそれに係る担い手の育成
に関する業務 

農林水産部 農産課 
［電 話］(075)414-4961 
［所在地］〒602-8570 
      京都市上京区下立売

通新町西入薮ノ内町 

  ※任用期間は職務の進捗状況等に応じて、採用された日から５年間を限度に本人の同意を得て延長する場合があります。  
 


